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宮崎市子ども食堂ネットワーク応援事業 
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はじめに 

 

「子ども食堂」は各地域で自主的・自発的に生まれ、子どもから高齢者までが集う「多世代交流拠

点」として、子どもだけが集まれる「子どもの居場所」として機能しています。また、自治会や地区

社会福協議会、まちづくり推進委員会などと手を取り、地域の活性化や貧困防止対策、高齢者の健康

増進などにも貢献しています。 

しかし、「想い」が集まってはじまった「子ども食堂」も大きく社会が変化する中で、様々な課題が

出てきました。多様性や創意性、地域性を持つ「子ども食堂」はそれぞれにやり方を持ち、運営者の

抱える悩みも様々です。 

これまで「子ども食堂開設・運営マニュアル」を用いて多くの子ども食堂をサポートして参りまし

たが、今回、子ども食堂を継続して運営していくために、より中長期的な運営のための視点を加えて

改訂することとしました。 

このマニュアルで一つでも多くの子ども食堂が地域に生まれ、一人でも多くの子どもや市民の笑顔

に繋がり、地域の居場所としてあり続けることを切に願います。 

 

 

支え合いの地域づくりネットワーク 
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①「地域の交流拠点」と「子どもの貧困対策」の大きく２つの役割を持つ子ども食堂 

国は「子ども食堂」に対し、子どもの食育や居場所づくりにとどまらず、それを契機に、高齢者や障が

い者を含む地域住民の交流拠点として、地域共生社会の実現に向けて大きな役割を果たすことに期待を寄

せています。 

食を通じて支援が必要な子ども達に何か出来ないか？そんな思いで子ども食堂は始まりました。 

今は、「地域食堂」や「ふれあい食堂」という名前で活動している所もあり、子どもの居場所にとどま

らず、ふれあいの場として、地域ににぎわいを生み出しています。 

子ども食堂の活動で、経済的な貧困問題を解決することはできませんが、人との「つながり」を作るこ

とはできます。 

貧困は「貧しいこと」だけが問題ではなく、「困っていること」も含む問題です。「つながり」は思わぬ

ところから、小さな困り事を解決することがあります。 

 小さな困り事の積み重ねが、大きな貧困へとつながることを防ぐために、子ども食堂は大きな役割を果

たしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②子ども食堂の種類 

子ども食堂は、大きく 2種類あります。 

全国の子ども食堂の 8～9割は交流の場としての共生型と 

言われています。ケア型の子ども食堂を実施するには、 

子どもの課題解決に詳しい専門家や、学校や関係機関と 

連携できる体制が必要です。 

 また、対象を不登校児童生徒の親子や産後のお母さん 

などとする、テーマ型の子ども食堂も増えてきました。 

 

 

 

 

子ども食堂について 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 規 開 設 編 

 

子ども食堂をやってみよう 
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①準備用チェックリスト 

※自宅を改装して開設される場合は土地・建物の用途に 

反しないか等、市開発審査課（21－1818）や市建築行政課 

（21－1813）に確認する事も必要です。 

Check 項目 内容 

 目的・趣旨 誰を対象に、どのような目的で開催するのかを考えましょう。継続して開設する

ための指針となります。 

 スタッフ 本書：6ページの「新たな賛同者・仲間を集めよう」を参照。 

 開催場所 ※ 公立公民館や地域の自治公民館、空き屋の活用など様々です。 

みんなが集まりやすい場所を選びましょう。また、給湯設備や手洗専用設備等の

調理施設の要件が整っている施設を使用しましょう。 

 頻度 地域や子ども達のニーズを踏まえて頻度を考えましょう。無理のない計画を！ 

 開催日時 宮崎市内では休日の昼間が多いです。地域の子どもが集まりやすい曜日や時間を

選びましょう。 

 定員 場所の広さ・スタッフ数・準備可能な食数などから定員を決めましょう。 

 事前申し込みの 

有無 

事前申込が必要な子ども食堂が多いです。事前に人数が分かると食材など無駄な

く準備することができます。急に友達同士でも来られるように事前申込をしてい

ない所もあります。 

 参加料 

 

子どもは無料・もしくは安価で提供され、大人は材料費の実費を徴収するところ

が多いです。子どもがお手伝いをしたら無料としている所もあります。 

 メニュー 食数の調整がしやすいため、全国的に「カレー」が多いです。お腹と心を満たす

食事内容を心がけ、最初から無理をしないメニューを決めましょう。 

 保健所への届出 宮崎市では子ども食堂を開設する際に、保健所への届出等が必要となります。提

出する書類などがありますので、宮崎市保健所保健衛生課（29－5283）に行きま

しょう。また、食品等の取扱いについての相談もできます。 

 広報の仕方 チラシ、ポスター、ＳＮＳ、自治会の回覧板、小学校・中学校等の関係機関に声

掛けなどを行い周知しましょう。開催 2週間前までには告知しておきましょう。 

本書：6ページの「広報用のチラシの作成」を参照 

 保険 もしもに備えて、ケガや食中毒などの保険に加入しておきましょう。 

※宮崎市社会福祉協議会ボランティアセンター（52－7170）では、ボランティア

センターに登録をした団体が加入できる保険があります。 

 アレルギーの対応 本書：10ページの「アレルギーの対応について」を参照 

 食品衛生責任者養

成講習会 

特に調理に携わる人で 1名以上は、食品衛生責任者の資格を取得しましょう。 

講習会については、宮崎市保健所保健衛生課（29－5283）に問い合わせ下さい。 

 役割分担 当日の流れを決めて、必要な役割を書き出しておきましょう。 

子ども食堂をはじめるために 
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②新たな賛同者・仲間を集めよう 

理解者や協力者を見つけることは継続する上で大事なことです。何かアクシデントがあっても仲間がい

ればたくさんの知恵が集まります。また、励まし合うこともできます。周りの力を継続の力に変えましょ

う。子ども食堂を続けて行くためにも、仲間と取り組みの目的や方向性を共有し、想いを確認しながら進

めて行きましょう。 

 

【参加しやすい組織づくり】 

ボランティアの参加に関しては、人が直接関わるため、組織自体を「参加型」にすることで、より開かれ

た組織とすることができます。 

①参加のハードルを下げる 

ボランティア活動は「一度、始めたら、やめてはいけない。いい加減な気持ちで始めてはいけない」と

いったイメージを持っている人もいます。しかし、それでは、おいそれとは始められなくなってしまいま

す。「細く長く」という言葉の意味も、「派手さをねらって一瞬の打ち上げ花火で終わってはいけない。細

くても地道にコツコツ続けるのが大切」という意味ではなく、「細くてもよい（太くてもよい）。長く続け

ると楽しい出会いが多い（でも短くてもよい）といった意味で解釈すべきでしょう。 

 

②役割を任せる組織づくり 

事業に単発的ないし部分的に関わってもらう段階を経て、事業の企画から推進まで任せる「チーム」な

どを結成することができると、ボランティアの参加度は大きく高まります。 

 

③伸びやかで自由な発想が生まれる雰囲気づくり 

他者への心遣いや共感、理解力を醸成することが、間接的にではありますが、チームの生産性を高める

ことにつながります。 

出典 「参加の力」が作る共生社会 早瀬 昇 著 

 

③広報用のチラシの作成 

子ども食堂の開催に必要な情報を載せましょう。 

・子ども食堂の名前 ・開催場所 ・開催時間 ・参加料 ・参加対象者 ・アレルギー対応の有無 

・問い合わせ先 など記載しましょう。 

 

 

 

   チラシは、保護者だけでなく、子どもが見ることもあります。漢字にはフリガナを付けたり、イラス

トを入れたり、小学生でもわかりやすい言葉や表現で作るといいですよ！ 

 

POINT 
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④地域を知ろう 

 地域では地域まちづくり推進委員会をはじめ自治会、地区社会福祉協議会、青少年育成協議会、子ども

会育成連絡協議会、地区体育会など様々な団体が活動しています。 

その活動内容を知り、一緒に連携していくことも大事です。 

子ども食堂を作ろうと思っている地域で、どんな人がどんな活動をしているのか？この地域に 

どんな課題があり、どんな支援が必要か？そのような事を地域の方から聞いてみましょう。 

 

子ども食堂つながりマップ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つながりマップを作ってみて、具体的なつながりをイメージしてみましょう。 

 

  

 

 

 

 

 

 

子ども食堂を運営している方に聞いてみました！ 

  

上記のマップ記載例のほか 

 ・子ども会   ・登下校見守り隊    ・児童館・児童センター   ・スーパー 

 ・ＰＴＡ     ・地区社会福祉協議会  ・地域まちづくり推進委員会  

 ・老人クラブ  ・放課後子ども教室   ・スクールソーシャルワーカー   

などと連携しています。 
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⑤子ども食堂の見学に行ってみよう 

 百聞は一見に如かずです。実際に活動の様子を見ることで、イメージが具体的になり準備することやや

るべきことが明確になります。また、運営されている方との交流にもなり今後、様々な情報交換が出来る

など、力になってくれることでしょう。 

 

 

 

～子ども食堂の見学のマナー～ 

 

子ども食堂は参加者や、運営者にとって、大切な場所です。 

見学時は様々なことに配慮する必要があります。 

 

  ・見学の日や時間は、見学先に合わせます。 

  ・見学の目的や、人数、聞きたいことなどは事前に伝えましょう。 

  ・見学を受け入れる側も色々と気を配ってくださいます。まずは挨拶をしてお礼を伝えましょう。 

  ・調理場に入る時は衛生面に十分気を付けましょう。 

   （調理場は調理前に消毒をしています。調理場へ入る場合はエプロンや三角巾を準備しておきま 

しょう。） 

  ・写真撮影は、必ず運営者に承諾を取ります。見学先のルールなど確認しておきましょう。 

  ・見学の態度や、立ち位置には気を付け、参加者へも配慮をしましょう。 

   （自分が食べている所を、上からじっと見られたらどんな気持ちになるでしょう。子どもと同じ目 

線に座るなど配慮しましょう。） 

  ・手土産などは必要ありません。 

・一緒に食事をとる場合は、既定の参加料を準備しておきましょう。 
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①ミーティングをしよう 

当日は、子ども食堂を始める前に「打ち合わせ」、子ども食堂が終わった後に「振り返り」を行いましょ

う。特に、「振り返り」を行うことで、課題を共有するとともに、次回開催に向けた改善点を明確にするこ

とができます。 

②備品のチェック（例） 

□ 釣り銭            □ カメラなど（記録用）       □ アンケート 

□ 問い合わせ用の電話      □ チラシ（誘導や掲示に使用）    □ 名札シール 

□ 受付名簿           □ 文具品              □ 雑巾    

□ 三角巾、エプロン、マスク   □ ゴミ袋               □ 衛生管理用品 

□ 消毒液（手指・物品用）     □ 手洗い用薬用石鹸          □ ペーパータオル 

□ キッチンペーパー        □ 食器洗剤・スポンジ         □ ラップ 

□ ニトリル手袋 

③火災発生時の確認をしよう 

 １，消火器と非常ベルの場所を確認 ２，避難経路や避難場所の確認 ３，火災避難訓練をしよう 

④食中毒について 

食事を提供する上で重要なのは、衛生管理です。万が一食中毒事故が発生してしまったら、子どもが健

康被害に遭うことは言うまでもありません。事故を起こさないためにも、誰もが安心して関わる事ができ

るように、ルールを決めておきましょう。 

 食中毒予防のポイント 

  １，つけない→清潔に調理 

  ２，増やさない→迅速に調理・温度管理 

  ３，やっつける→加熱して、死滅させる 

  ４，持ち込まない→体調の悪い人は調理をしない（同居されている家族の健康状態も含む） 

 

 

 

・保健所から食品衛生に関する指導や助言を受けている 

・調理従事者の一人が食品衛生責任者の資格をとっている 

・生野菜は出さず加熱したものしか提供しない 

・調理従事者は定期的に検便している    

など、それぞれが工夫されていました。 

 

食品衛生の基本は〝まず手洗い〞です。食中毒を絶対に起こさないよう、活動にかかわる皆さんで十分

に注意して取り組みましょう。 

子ども食堂を運営している方に聞いてみました！ 

 

いよいよ開催当日！ 
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⑤アレルギーについて 

昨今、食物アレルギーを持つ子どもが増えています。子ども食堂として、その子どもたちに対応するか

を決めておく必要があります。対応するなら、事前申込制とし、当日、除去食の代わりになる食事を用意

する必要があります。対応しない場合は、チラシや看板などに明記しておきましょう。 

また、アレルギーのある子も参加できるように、食べられるものを持ってきてもらうなど、一緒に食べ

られるような工夫をしてみしましょう。 

 

 

～子どもが倒れていたら～ アレルギー症状への対応手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥楽しみましょう 

 さあ、子どもも地域の方も楽しみに来られます。 

スタッフのみなさまも、地域の方と楽しみながら参加しましょう。 

 

 

 子ども食堂における衛生管理のポイント    
次のページの「子ども食堂における衛生管理のポイント」を参考に食中毒予防に努めましょう。 
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子ども食堂（「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の

周知について（通知）」（平成 30 年 6 月 28 日付け子発 0628 第 4 号、社援発 0628 第 1 号、障発 0628 第 2

号、老発 0628第 3号）において示されているもの）における衛生管理のポイントをまとめました。  

この衛生管理のポイントを活用いただく子ども食堂は、各保健所において、営業許可、届出などが不要

とされた場合を想定しています。  

※保健所への届出などが必要になる場合がありますので、保健所に相談しましょう。  

 中でも特に重要度が高い項目には◎をつけてあります。これらのポイントをしっかり守って、食中毒など

の事故の発生を防ぎ、楽しく安全な子ども食堂の運営を行いましょう。  

※これらのポイントについて、別紙１のチェックリストを作成しました。 

万一、食中毒が発生したら、保健所に連絡を取りましょう。また、別紙２の緊急時の連絡先 

リストを作成しました。これらのリストを目立つ場所に貼って、活用しましょう。  

１）計画段階 

・子ども食堂を開設する前に、最寄りの保健所に相談し、食品衛生に関する指導・助言などを求めま 

しょう。 

・調理担当者は食品衛生に関する基本的な知識を習得するように努めましょう。各自治体で 

食品衛生責任者養成講習会なども開催されています。  

・調理施設の規模や設備、調理担当者の数･力量等に応じた、無理のない献立や提供食数を決めましょ 

う。  

 ２）調理施設の衛生管理  

◎ 調理施設は、給湯設備や手洗設備などの調理施設の要件が整っている施設を使用しましょう。 

調理施設は、清潔に保ち、調理作業に不必要な物品を置かないようにしましょう。 

・手指を洗うための石鹸や消毒液、ペーパータオル（※）、調理器具を洗うための洗浄剤や消毒剤、 

清潔なふきんなどを備えましょう。 

※共用タオルの使用は、感染拡大の原因になることもあります。 

・洗浄剤などの薬剤は、食品とは別の場所に保管しましょう。また、容器の詰め替え･小分けを 

する場合には、中身がはっきりと分かるようにラベルを貼るなどして、誤使用を防ぎましょう。 

・トイレは、作業開始前、終了後など、定期的に清掃及び消毒剤による消毒を行って衛生的に 

保ちましょう。食堂の利用者等が嘔吐した場合には、ペーパータオルや消毒剤を用いて速や 

かに嘔吐物の処理を行いましょう。（詳しくは「ノロウイルスに関する Q&A」を参考にしてく 

ださい。）  

 ３）運営者側の健康と衛生管理  

・ノロウイルスによる食中毒の多くは、調理担当者が食品を汚染したことによるとされています。 

調理担当者は、自らが汚染の原因とならないよう、普段から手洗いや健康管理に努めましょう。  

◎ 作業開始前に、調理担当者の健康チェックを行い、下痢･嘔吐の症状があるなど体調不良の方は、 

調理や配膳に携わらないようにしましょう。 

◎ 手指に傷がある人は調理行為に参加しないようにしましょう（黄色ブドウ球菌などによる食中毒の 

原因になることがあります。）。どうしても参加する必要がある場合は、絆創膏･使い捨て手袋などで 

傷を保護しましょう。（ただし、絆創膏などが食べ物に混入しないように気を付けましょう。）  

平成 30年 6月 28日付 厚生労働省からの通知 

子ども食堂における衛生管理のポイント 
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・手指の爪は短く切り、指輪・腕時計等の装身具は外しましょう。 

・調理担当者はエプロンや三角巾、必要に応じてマスクなど、清潔な作業衣を身につけましょう。 

髪を清潔に保ち、必要な場合は結びましょう。また、トイレを利用する際や清掃（特に、トイレ掃除） 

の際は、調理時の作業衣を取り外すようにしましょう。  

◎ 石鹸と流水を使ってこまめに手洗いをしましょう。予め手洗いが必要なタイミング（トイレ 

の使用後、調理前、盛り付けの前、作業内容が変わるタイミング、肉類や魚介類など生の食材を扱っ 

た後、お金を触った後、清掃を行った後など）を確認しておくとよいでしょう。  

・使い捨て手袋の着用を過信せず、着用するときも衛生的な手洗いを行いましょう。  

 ４）原材料の受入れ  

◎ 肉類、魚介類、野菜等の生鮮食品については１回で使い切る量を調理当日に仕入れるようにしま 

しょう。 

・包装が破れているもの、腐敗しているもの、消費期限が過ぎているもの、保存方法が守られていない 

ものがないかチェックしましょう。そういったものが見つかった場合は、調理に使用せず、廃棄しま 

しょう。  

◎ 冷蔵や冷凍が必要なものについては、速やかに冷蔵庫または冷凍庫に入れ、室温に置かれる 

時間をできるだけ短くしましょう。 

・生肉や鮮魚介類などの食材は蓋付きの容器などに入れ、他の食材を汚染しないよう、冷蔵庫の最下段 

に区別して保管しましょう。 

・作業開始前に、冷蔵庫･冷凍庫内の温度を確認し、冷えていないなど異常があったときは、食材の状態 

に応じて使用を取り止めるか、よく加熱して提供するようにしましょう。  

 ５）下準備  

・冷蔵庫･冷凍庫から出した原材料は、速やかに下処理、調理を行いましょう。冷凍食品は室温で解凍せ 

ず、冷蔵庫または流水で解凍しましょう。 

・まな板、包丁などの調理器具や容器は、肉類、魚介類、野菜などの用途別に使い分けましょう。 

それが難しい場合は、使用の都度、洗浄剤でしっかり洗いましょう。  

・器具、容器等の使用後は、水道水で水洗いした後、洗剤を泡立ててよく洗浄し、再び流水で 

洗剤を洗い流します。さらに、熱湯や塩素系殺菌剤、70％アルコールなどで殺菌し、よく乾燥させて、 

清潔な場所で保管しましょう。 

・ふきんやタオルなども洗剤でよく洗浄した後、可能であれば、5分間以上、煮沸殺菌するか、 

塩素系殺菌剤で殺菌します。清潔な場所で乾燥させ、保管しましょう。  

 ６）調理  

◎ 前日調理は行わないようにしましょう。また、調理完了後、概ね 2時間以内に食べ終わるような運営

に努めましょう。  

◎ 魚介類や、野菜・果物は、流水でよく洗いましょう。  

◎ 特にお年寄りや幼児、妊婦など抵抗力が弱い方には、刺身やサラダ等、生もの（加熱調理し 

ていないメニュー）の提供は避けましょう。  

◎ 生の食材（肉類、魚介類、生野菜など）を扱う調理器具（包丁、まな板、菜箸、トング、保 

存容器など）と、加熱済みの食品に使用する調理器具は、それぞれ専用のものにするか、それが難し 
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い場合は、使用の都度、洗浄剤でしっかり洗いましょう。  

◎ 食品（特に肉類）は中心部までよく加熱（中心温度 75℃で 1分間以上）しましょう。（目安 

として、肉類は肉汁が透明になるまで。スープ類は沸騰するまで。）  

◎ 調理後は、速やかに配膳しましょう。調理済みのものは室温で放置せず、熱いものは熱いまま（60℃ 

以上）、冷たいものは冷たいまま（10℃以下）に保ち、早めに消費するようにしましょう。 

・どうしても保存が必要な場合は、鍋を氷水で冷やす、小分け容器に移すなどして速やかに温 

度を下げ、冷蔵庫に入れるようにしましょう。温めなおすときは、よくかき混ぜながら十分に加熱し 

ましょう。  

※特にカレーやシチューなど、大鍋で大量調理したものを室温に放置すると、酸素のない状態 

を好む食中毒菌（ウェルシュ菌）が増えやすい環境になってしまいます。ウェルシュ菌は熱 

に強いため、通常の加熱では死滅しません。  

 

 その他考慮すべき事項  

異物について  

・特に金属など硬質性の異物は健康被害を及ぼすこともあります。原材料に含まれる異物の確認も含め 

て、調理作業中での異物混入を防止しましょう。  

食物アレルギーについて 

・「学校給食における食物アレルギー対応について」などの資料を参考に、食物アレルギーを持つ方への 

対応について、緊急時の対応も含め、計画の段階でよく検討しておきましょう。  

・食物アレルギーについて特別の対応を行わない場合は、事前にその旨を参加者に情報提供するように 

しましょう。  

食事中の誤嚥･窒息について  

・特に小さなお子さんが参加する場合、窒息事故が起きないよう、メニューや食事の提供の仕方につい 

て配慮しましょう。  

・万一、窒息事故が起きた時に備えて、応急処置の方法を確認するとともに、近隣の医療機関等、緊急 

時の連絡先を控えておきましょう。  

その他  

・子どもとの共同調理など、運営者以外の者が調理に参加する場合、上記の衛生管理のポイントが守ら 

れるよう、運営者側が責任をもって監督・指導しましょう。  

・万一の事故の発生に備えて、個人や団体向けの保険への加入を検討しましょう。保険加入については、 

最寄りの市区町村社会福祉協議会などで相談することが可能です。 

◎ 食中毒等の発生時に調査が円滑に行えるよう、献立や食材の購入先・購入時間等の記録（レシートな 

どで代用可）を最低 1ヶ月は保管しておきましょう。  

・可能な限り、メニューごとに約 50ｇをポリ小袋など清潔な容器に採取し、冷凍保存（2週間程度）し 

ておきましょう。  

 ※参考資料については、厚生労働省ホームページ「子ども食堂における衛生管理のポイント」を参照 
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利用する子ども達にとって、大切なのは、大人の都合に左右されずに開催される事です。 

「この日、この曜日に、この場所に来れば子ども食堂をやっている。」子どもたちはその日を楽しみにして

います。 

継続して活動するためにも、計画的な運営をしましょう。 

 

①活動内容を明確化する 3つのポイント 誰のために？・何のために？・うまれる価値は？ 

 チェックリスト（5 ページ）にある開設するときの一番最初にする事が、目的や趣旨を考える事です。

これは、活動の原点です。自分達の活動は、誰のためにするのか？何のためにするのか？そして、その活

動が地域でどのような価値をうむのか？を仲間と良く話し合い、明確にしておきましょう。 

 活動を続けていく上で、様々な悩みやトラブルがあるでしょう。そんな時、この 3つのポイントを確か

め合ってください。活動の原動力となるでしょう。 

 

②資金・会計処理について 

 代表的な資金の種類には、会費・寄付・助成金・事業収入などがあります。これらを上手く組み合わせ

て調達するのも良いでしょう。しかし、資金の調達は日頃からの努力が必要です。計画性を持って資金調

達の準備をすることが大切となります。また、「地域にある資源」を活用し、現金だけでなく開催場所や広

報戦略、食材、消耗品の寄付などの調達についても検討してみましょう。 

同時に、収支のバランスも大切です。収支計算書などを作成し計画的な会計処理を行いましょう。 

 

収支計算書（例） 

 

 

 

 

 

 

○学び 

 学びは知識となり知恵になります。様々な勉強会に参加し学び合うことも継続のコツです。 

 

※宮崎市民活動センター（20-8777）では助成制度の相談をはじめ、活動に対する総合的な相談も受けられ 

ます。 

 

 

子ども食堂を続けていくために 
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③地域との繋がり 

 子ども食堂は地域の草の根の活動です。地域の課題や実情を把握する場でもあり、地域の方に、活動を

理解し、協力してもらう事は大きな支えとなります。日頃から、地域の活動に参加するなど、繋がりを作

っておきましょう。 

 

④元気であること！！ 

 活動をしていると、つい頑張り過ぎてしまうこともあります。そんな時は仲間を頼って、ゆっくり休む

など、普段から体調には気をつけ、無理のない活動を心掛けましょう。 

 

⑤ボランティア活動をする上で気をつけたいこと 

○活動対象者の気持ちを大切にしましょう。 

自分の思い込みで活動するのではなく、まず相手の立場に立って気持ちを尊重し、相手が何を必要

としているのかを考え活動することがボランティア活動の基本となります。活動が単なる「自己満足」

にならないよういつも心に留めておく必要があります。 

 

○プライバシーを守りましょう。 

活動を通して知り得た参加者に関する情報は個人のプライバシーです。絶対に、第三者に漏れない

よう注意が必要です。 

 

○約束を守りましょう。 

ボランティア活動として、また相手がある活動として責任が伴います。「ボランティアでやっている

んだから」ではいけません。相手と約束した活動内容や時間、活動先での約束やルールは必ず守りま

しょう。 

 

○心配なことは相談しましょう。 

自発的に活動をすすめる中で様々な問題に直面することがあります。問題に直面したら一人で悩ま

ずに、スタッフのメンバーに相談しましょう。 

 

○気づいたことを話しましょう。 

ボランティアは自分で気づいたこと、できることを、自分からやっていく自主的な活動です。「こうし

たらもっといいな」と思ったことを提案しましょう。また、自分の気づきをスタッフのメンバーに話し

たり、記録にまとめたりすることで新たな「気づき」があるかもしれません。 

 

○無理なく継続できる活動をしましょう。 

自分の生活にあったペースで活動しましょう。無理をしないことが長続きの秘訣です。 
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⑥災害に備えよう 

 たくさんの人が集まる子ども食堂。もし、食事中に火災や地震が起きたら？災害に備えた安心安全 

な居場所づくりに努め、日頃から防災訓練などに参加するなど災害に備えましょう。 

 

 

 

 ● 地震に備え、棚などは固定しておきましょう。 

 ● 高い所に物を置かないようにしましょう。 

 ● 部屋の中で危険な場所と安全な場所を確認しておきましょう。 

（いざと言うときにどこに身を隠すか？確認しましょう） 

 ● 避難所や避難経路を確認しておきましょう。 

（避難の際は、保護者に分かるようにどこへ避難したか書いておくとよいでしょう） 

● 災害時には、子ども食堂が支援物資のハブ拠点や、炊きだしの拠点として活用される事もあります。 

  

 

 

 

 

子ども食堂を長く続けていると、子どもたちの抱える困り事に気がつくことがあります。そんな時は、

以下の点に注意して、子どもの事を第一に考えた適切な対応を心がけましょう。 

 

①子どもが困り事のサイン（虐待の兆候や生活に困難を抱えている、親や兄弟の面倒を見ているヤングケ 

アラーなど）をだしてきたら 

まずは、傾聴です。話した内容に意見や否定をせず、とことん話を聞くことからはじまります。 

今、自分たちにしてほしいことを子どものペースに合わせて、観察と見守りを行い、手助けをしてい 

きましょう。そのためにも、普段からコミュニケーションをとり信頼関係を築くことが大切です。 

 虐待など緊急性を伴う場合は、宮崎市こども家庭センター（子ども家庭支援課内）（21‐1766）や児童

相談所虐待対応ダイヤル「189」（いちはやく）に連絡しましょう。 

 

②気づきへの対応を考えよう 

 子ども食堂の中には、家庭で出来なかった体験を、子ども食堂で体験できるよう企画したり、子どもが

「やってみたい」と言ったことを、みんなで出来るようにして、その子が特別な存在にならないよう配慮

したり、いろいろな工夫をしている所もあります。 

まずは、本人の気持ちを大切にして、子どもを真ん中に、大人たちに出来ることを考えてみましょう。 

 

 

 

POINT 

支援が必要な子どもの対応について 
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③保護者への支援について 

保護者への支援を行う時は、十分な知識と配慮が必要です。興味本位では逆に傷つけることもある為、

慎重に対応しましょう。同時に個人情報については絶対に守らなければいけません。また、保護者の話に

意見したり否定せず、しっかりと話を聞くことも大事ですが、ご自身で対応できない場合は、無理をせず

関係機関に相談しましょう。 

 

④子ども食堂が出来る事 

子どもが困り事のサインを出してきたら、何とかしたい！と思うのは言うまでもないことでしょう。し

かし、正義感や興味本位だけでは逆に傷つけてしまうこともあります。「出来る事」と「出来ない事」の境

目をしっかり作っておくことが大事です。また、その時にどこに相談すればよいのかも確認しておきまし

ょう。（19ページの「何かあった時に協力してくれる団体があります」を参考にしてください） 

 

 

 

※最終ページに「子ども食堂チェックリスト」があります。 

定期的にチェックをして、活動を見直しましょう。 
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1. 宮崎市自治会連合会 

自治会は、地域住民で自主的に組織され、地域を快適で住みやすくするために結成された任意の団

体であり、地域におけるコミュニティづくりの中心的な担い手です。 

お住いの地域の自治会をお知りになりたいときは、地域コミュニティ課、各総合支所・地域センタ

ー・地域事務所又は宮崎市自治会連合会までご連絡ください。 

【問い合わせ】宮崎市自治会連合会 ☎６１－９０６５ 

 

2. 民生委員・児童委員、主任児童委員 

民生委員・児童委員は、福祉に関する相談にのり関係機関等へのつなぎ役として地域で活動してい

ます。また、児童福祉に関することを専門に担当する主任児童委員がいます。 

お困りの時は、各地域の民生委員・児童委員にご相談ください。居住地域の担当者がわからない時

は、福祉総務課へお問い合わせください。 

【問い合わせ】福祉総務課 ☎２１－１７５４ 

 

3. 地区社会福祉協議会 

地区社会福祉協議会は、地域に身近な福祉の活動団体です。ふくしまつりの開催や見守り活動など

を行っています。子育て支援に関する事業も行っておりますので、詳しくはお近くの地区社会福祉協

議会、福祉総務課または宮崎市社会福祉協議会にお問い合わせください。 

主な事業内容 子育てサロン、参観日の子どもの預かり、未就学児訪問、食育講座など 

【問い合わせ】 福祉総務課 ☎２１－１７５４ 

        宮崎市社会福祉協議会 ☎５２－５１３１ 

 

4. 地域まちづくり推進委員会 

各地域自治区においては、地域住民で組織された地域まちづくり推進委員会が地域の課題解決に取

り組んでおり、地域によっては子育て支援に関する事業を行っています。 

事業の内容や開催時期などは、地域によって異なります。詳しくは、各地域まちづくり推進委員会、

各地域自治区事務所（総合支所地域市民福祉課、地域センター、地域事務所）にお尋ねください。な

お、連絡先が不明な場合は地域コミュニティ課にお問い合わせください。 

【主な事業内容】寺子屋事業、学校行事の際の一時預かりなど 

【問い合わせ】地域コミュニティ課 まちづくり推進室 ☎４２－９２０５ 

 

5. 宮崎市民活動センター 

宮崎市民プラザ３階にあり、ボランティアや市民活動団体、地域活動団体を始めとしたＮＰＯなど、

幅広い市民活動を総合的に支援しています。市民活動をはじめたい方、ボランティアをお願いしたい

など様々なご相談に対応しています。いつでもご利用いただけますので、皆さまのご都合に合わせて

どうぞお気軽においでください。 

【相談日時】月～土曜日 ９:００～２２:００（日曜日は９:００～１８:００） 

【問い合わせ】☎２０－８７７７ 

何かあった時に協力してくれる団体があります。 
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6. 子育ての悩みや、子どもへの虐待に関する相談 

子育ての不安、しつけの方法、子どもの性格・行動や子どもを虐待してしまうなど、子育てに関す

る悩みについて、家庭相談員等が相談に応じます。 

◆宮崎市こども家庭センター（子ども家庭支援課内） 

【相談日時】月～金曜日（祝・休日、年末年始を除く）８：３０～１７:１５ 

【相談電話番号】☎２１－１７６６ 

◆宮崎中央児童相談所 

【相談日時】月～金曜日（祝・休日、年末年始を除く）８：３０～１７:１５ 

【相談電話番号】☎２６－１５５１ 

◆児童相談所全国共通３桁ダイヤル 

【相談日時】年中無休（２４時間対応） 【相談電話番号】☎１８９（いちはやく） 

◆こども家庭支援センター つぼみ（乳児院つぼみの寮内） 

【相談日時】年中無休         【相談電話番号】☎７８－３７３７ 

 

7. 子育て相談  

各保健センターでは、子育てに関する相談を受け付けています。 

育児や発達などで分からないこと、不安なことについて保健師等が相談に応じます。 

【問い合わせ】 

市中央保健センター（宮崎駅東１丁目６番地２）☎２９－５２８１ 

市総合福祉保健センター（花山手東３丁目２５番地２）☎５２－１５０６ 

佐土原保健センター（佐土原町下田島２０６６０番地）☎７３－１１１５ 

田野保健センター（田野町甲２８１８番地）☎８６－０１１７ 

高岡福祉保健センター「穆園館」（高岡町内山２８７７番地）☎８２－５２９４ 

清武保健センター（清武町西新町１番地１）☎８５－１１４４ 

 

8. 宮崎県弁護士会 

児童虐待、いじめ、不登校などにおいて、子どもの代理人として、親などとの交渉、行政手続きを

行う「子ども担当弁護士制度（コタン制度）」を設けています。詳しくは宮崎県弁護士会にお問い合わ

せください。 

また、下記のとおり、無料で電話相談も行っていますのでご利用ください。 

【相談日時】毎月第１，３月曜 １６:００～１７:３０（祝日、お盆、年末年始は除く） 

【電話番号】☎２３－６１１２（相談無料） 

 

9. 宮崎市子ども未来部子育て支援課 

地域子育て支援センター、児童館、児童センター、児童プールの開設や、児童手当、児童扶養手当、

ひとり親家庭医療費などの様々な子育て支援をしています。行政の子育てに関する情報は、「宮崎市

子育てナビ」で簡単に閲覧できます。 

【相談日時】月～金曜日 ８:３０～１７:１５ 【電話番号】☎２１－１７６５ 
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子ども食堂活動チェックリスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 設立時の活動への想いや子ども食堂の目的は文書にしていますか？ 
 

2 1,について一緒に活動しているスタッフにつたえていますか？ 
 

3 収支計算書などお金に関する帳簿は作っていますか？ 
 

4 新しくボランティアさんが入る時に、衛生管理研修や団体の説明などしていますか？  

5 活動に必要な物資や資金を団体で調達しいてますか？ 
 

6 個人情報は適切に管理していますか？ 
 

7 現金や通帳などの管理はできていますか？  

8 将来に向けた活動の内容などイメージしていますか？ 
 

9 今の子ども食堂の活動は、設立した当初の思いに向かっていますか？  

10 子ども食堂の活動に役立ちそうな情報や、社会の動向など確認していますか？ 
 

11 
これから子ども食堂をどうしていきたいか、活動している人たちと話し合う機会を持っ

ていますか？ 
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「こんにちはー！」 

  「いらっしゃーい」 

 

「ごはん、おいしいね。」 

「うん、おいしいね。」 

 

「またおいで。」 

「うん、また来るね。」 

 

あったかいごはんと、 

あったかい言葉が待ってるよ！ 

私たちのまちの子ども食堂 

＜発行元＞  

支え合いの地域づくりネットワーク 
NPO法人みやざき子ども文化センター×NPO法人みやざきママパパ happy 

宮崎市江平西 1丁目 5番 11号江平ビル 105号 

（NPO法人みやざき子ども文化センター内） 

miyazakikodomosyokudou@gmail.com 

☎：０８０－４６９９－６７８８（コーディネーター直通） 

 

宮崎市子ども未来部子育て支援課 
宮崎市橘通西 1丁目 1番 1号 

☎：０９８５－２１-１７６５ 

 

２０２４年 ３月発行         初版 ２０１９年３月 

                   改訂 ２０２２年３月 

                   改訂 ２０２４年３月 


